
 

高松市建築基準法第４３条第２項第２号許可基準の一部を改正 

 

高松市建築基準法第４３条第２項第２号許可基準（平成１１年５月１日施行）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

  

法第４３条第２項第２号許可基準 

高松市建築指導課 

             制定・施行    平成１１年５月 １日    

               一 部 改 定    平成１６年５月１７日  

                         一 部 改 定    平成１７年４月 １日 

              一 部 改 定    平成２１年４月 １日 

                           一 部 改 定    平成２２年２月 １日 

                           一 部 改 定    平成２２年４月 １日 

               一 部 改 定    平成２３年１２月１日 

              一 部 改 定    平成２８年２月 １日 

              一 部 改 定    平成３０年９月２５日 

                           一 部 改 定    令和 ７年４月 １日 

              一 部 改 定    令和 ８年４月 １日 

 

建築基準法第４３条第２項第２号の規定による許可は、省令に

定める基準に適合する建築物であって、次の各基準に該当する場

合は、建築審査会の同意を得て許可するものとする。なお、この

基準には該当しないが、審査の結果、この基準と同等に交通上、

法第４３条第２項第２号許可基準 

高松市建築指導課 

             制定・施行    平成１１年５月 １日    

               一 部 改 定    平成１６年５月１７日  

                         一 部 改 定    平成１７年４月 １日 

              一 部 改 定    平成２１年４月 １日 

                           一 部 改 定    平成２２年２月 １日 

                           一 部 改 定    平成２２年４月 １日 

               一 部 改 定    平成２３年１２月１日 

              一 部 改 定    平成２８年２月 １日 

              一 部 改 定    平成３０年９月２５日 

              一 部 改 定    令和 ７年４月 １日 

                                                              

 

建築基準法第４３条第２項第２号の規定による許可は、省令に

定める基準に適合する建築物であって、次の各基準に該当する場

合は、建築審査会の同意を得て許可するものとする。なお、この

基準には該当しないが、審査の結果、この基準と同等に交通上、

令和８年４月 1 日 改正 

    
変更箇所：赤字表示 

 

 

 



 

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合（建築基

準法施行規則１０条の３第４項第３号に適合すると認められる場

合）は、建築審査会に同意を求めることとする。 

 

基準１（包括同意基準１）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第１号  （注１） 

      その敷地の周囲に公園、緑地、広場等の広い空地を有する

建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 公園及び広場等で道路と同等以上とみなされる公共空

地等があり、敷地がその空地に有効に２メートル以上

（条例に定めのある場合はその規定による。）接し、

かつ、当該空地等の管理者との協議が終っているこ

と。 

２ 当該敷地から空地を経由して建築基準法上の道路ま 

で通行できること。 

３ 道路幅員による建築基準法上の制限は、当該敷地に

面して前項の道路が接しているとみなして制限する。 

４ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

５ 気象観測、電気通信事業、テレビ・ラジオ放送事

業、河川管理等に必要な建築物で、その場に立地しな

ければ機能せず、日常人の出入りがほとんどない特殊

な建築物には上記許可条件は適用せず、山林・農地等

広い空地に囲まれていることとする。 

 

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合（建築基

準法施行規則１０条の３第４項第３号に適合すると認められる場

合）は、建築審査会に同意を求めることとする。 

 

基準１（包括同意基準１）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第１号  （注１） 

      その敷地の周囲に公園、緑地及び広場等の広い空地を有す

る建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 公園及び広場等で道路と同等以上とみなされる公共空

地等があり、敷地がその空地に有効に２メートル以上

（条例に定めのある場合はその規定による。）接し、

かつ、当該空地等の管理者との協議が終っているこ

と。 

２ 当該敷地から空地を経由して建築基準法上の道路ま 

で通行できること。 

３ 道路幅員による建築基準法上の制限は、当該敷地に

面して前項の道路が接しているとみなして制限する。 

４ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

５ 気象観測、電気通信事業、テレビ・ラジオ放送事

業、河川管理等に必要な建築物で、その場に立地しな

ければ機能せず、日常人の出入りがほとんどない特殊

な建築物には上記許可条件は適用せず、山林・農地等

広い空地に囲まれていることとする。 

 



 

基準２（包括同意基準２）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第２号  （注１） 

         その敷地が、道路に有効に接続する農道その他これに類す 

る公共の用に供する道（有効幅員４メートル以上のものに

限る。）に２メートル以上（条例に定めのある場合はその

規定による。）接する建築物で、次に掲げる条件に適合す

るもの。 

許可条件 １ 公的機関等が所有又は管理する道については、当該

道管理者との協議が終っていること。 

       ２ 「道」を基準法上の「前面道路」とみなして制限す

る。 

       ３ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準３－１（包括同意基準３－１）－建築基準法施行規則第１０条 

の３第４項第３号 （注１） 

その敷地と道路との間に河川等（幅員が１メートルを超

える河川若しくは水路又は農道。）がある場合であっ

て、当該敷地と道路との間が有効に接続されているもの

で、次に掲げる条件に適合するもの。 

ただし、道路に沿って農道がある場合で、道路と一体

的に利用できるもので、かつ工事許可を伴わないものは

許可不要とする。 

許可条件 １ 敷地が道路に幅員２メートル以上（条例に定めのあ

る場合はその規定による。）で有効に接続できる床版

基準２（包括同意基準２）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第２号  （注１） 

         その敷地が、道路に有効に接続する農道その他これに類す 

る公共の用に供する道（有効幅員４メートル以上のものに

限る。）に２メートル以上（条例に定めのある場合はその

規定による。）接する建築物で、次に掲げる条件に適合す

るもの。 

許可条件 １ 公的機関等が所有又は管理する道については、当該

道管理者との協議が終っていること。 

       ２ 「道」を基準法上の「前面道路」とみなして制限す

る。 

       ３ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準３－１（包括同意基準３－１）－建築基準法施行規則第１０条 

の３第４項第３号 （注１） 

その敷地と道路との間に河川等（幅員が１メートルを超

える河川若しくは水路又は農道。）がある場合であっ

て、当該敷地と道路との間が有効に接続されているもの

で、次に掲げる条件に適合するもの。 

ただし、道路に沿って農道がある場合で、道路と一体

的に利用できるもので、かつ工事許可を伴わないものは

許可不要とする。 

許可条件 １ 敷地が道路に幅員２メートル以上（条例に定めのあ

る場合はその規定による。）で有効に接続できる床版



 

等 に つ い て は 、 当 該 河 川 等 の 管 理 者 の 工 事      

許可があること。ただし、既設の床版等がある場合は

この限りではない。 

２ 有効に接続する道路を建築基準法上の「前面道路」

とみなして制限する。 

３ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準３－２（包括同意基準３－２）－建築基準法施行規則第１０条 

の３第４項第３号 （注１） 

    その敷地が、農道により分断された場合であって、次に

掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物の建替え又は

増改築であること。ただし、新築の場合は一戸建ての

住宅等で、かつ、２階建て以下とする。 

      ２ 農道管理者の承諾があること。 

３ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準４ （包括同意基準４）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第３号  （注１） 

   その敷地が、道路に有効に接続する幅員４メートル以上の

通路に２メートル以上（条例に定めのある場合はその規定に

よる。）接する建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 私道部分にあっては土地の権利者の承諾があるこ

と。（公的機関等が所有又は管理するものについて

等 に つ い て は 、 当 該 河 川 等 の 管 理 者 の 工 事      

許可があること。ただし、既設の床版等がある場合は

この限りではない。 

２ 有効に接続する道路を建築基準法上の「前面道路」

とみなして制限する。 

３ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準３－２（包括同意基準３－２）－建築基準法施行規則第１０条 

の３第４項第３号 （注１） 

    その敷地が、農道により分断された場合であって、次に

掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物の建替え又は

増改築であること。ただし、新築の場合は一戸建ての

住宅等で、かつ、２階建て以下とする。 

      ２ 農道管理者の承諾があること。 

３ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準４ （包括同意基準４）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第３号  （注１） 

   その敷地が、道路に有効に接続する幅員４メートル以上の

通路に２メートル以上（条例に定めのある場合はその規定に

よる。）接する建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 私道部分にあっては土地の権利者の承諾があるこ

と。（公的機関等が所有又は管理するものについて



 

は、当該空地管理者と協議が終っていること。）ただ

し、やむを得ないと認められる場合は、この限りでな

い。 

２ 道路に有効に接続する通路を建築基準法上の「前面

道路」とみなして制限する。 

３ 当該通路が許可基準施行前から存在していること。 

４ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準５（包括同意基準５）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第３号  （注１） 

  その敷地が、道路に有効に接続する幅員１．８メートル以

上の通路に２メートル以上接する建築物で、次に掲げる条件

に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物若しくは確認

済証の交付を受けた建築物（以下これらを「既存建築

物」という。）の増築又は既存建築物の建替え（現

在、更地においても、既存建築物が存在していたこと

が確認できるものを含む。）であること。ただし、許

可基準施行前から通路が既に存在し、建築物が立ち並

んでいる場合で、敷地が道路から５０メートル以内に

あって、かつ用途地域の指定されている区域内にある

場合は、この限りでない。 

      ２ 現在有効幅員１．８メートル以上の通路が有効に道

路に接続され、かつ、私道部分にあっては土地の権利

は、当該空地管理者と協議が終っていること。）ただ

し、やむを得ないと認められる場合は、この限りでな

い。 

２ 道路に有効に接続する通路を建築基準法上の「前面

道路」とみなして制限する。 

３ 当該通路が許可基準施行前から存在していること。 

４ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準５（包括同意基準５）－建築基準法施行規則第１０条の３ 

第４項第３号  （注１） 

その敷地が、道路に有効に接続する幅員１．８メートル以 

上の通路に２メートル以上接する建築物で、次に掲げる条件

に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物の建替え又は

増改築であること。ただし、許可基準施行前から通路

が既に存在し、建築物が立ち並んでいる場合で、敷地

が道路から５０メートル以内にあって、かつ用途地域

の指定されている区域内にある場合は、この限りでな

い。 

 

 

 

      ２ 現在有効幅員１．８メートル以上の通路が有効に道

路に接続され、かつ、私道部分にあっては土地の権利



 

者の承諾があること。（公的機関等が所有又は管理す

るものについては、当該空地管理者と協議が終ってい

ること。） 

      ３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中

心線から水平距離２メートル（敷地の状況によっては

通路の反対側から４メートル）以内の部分に突き出し

て建築し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定

は、後退部分を含むものとする。） 

４ 規模は２階建て以下とし、用途は一戸建ての住宅及

びそれに準ずるものであること。 

      ５ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定

める数値を乗じたもの以下となること。 

       ６ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７ 以下

であること。 

７ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限

度の区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水

平距離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内にお

いては、当該部分から前面通路の反対側の境界線まで

の水平距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得た

もの以下となること。 

      ８ 建築物の構造が次のいずれかに該当するものである

こと（簡易な構造の自動車車庫、物置等を除く）。 

者の承諾があること。（公的機関等が所有又は管理す

るものについては、当該空地管理者と協議が終ってい

ること。） 

      ３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中

心線から水平距離２メートル（敷地の状況によっては

通路の反対側から４メートル）以内の部分に突き出し

て建築し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定

は、後退部分を含むものとする。） 

４ 規模は２階建て以下とし、用途は一戸建ての住宅及

びそれに準ずるものであること。 

      ５ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定

める数値を乗じたもの以下となること。 

       ６ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７ 以下

であること。 

７ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限

度の区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水

平距離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内にお

いては、当該部分から前面通路の反対側の境界線まで

の水平距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得た

もの以下となること。 

      ８ 建築物の構造は、耐火建築物又は準耐火建築物とす

ること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合



 

一 耐火建築物又は準耐火建築物 

二 外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構

造とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に

防火戸その他の防火設備を設置した建築物 

       [削除] 

 

 

      ９ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

（以下、個別案件）－建築基準法施行規則第１０条の３第４項 

第３号 （注２） 

基準６    接道長さが２メートルを欠く路地状敷地の場合であっ

て、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 既存建築物の増築又は既存建築物の建替え（現在、更

地においても、既存建築物が存在していたことが確認で

きるものを含む。）であること。 

２ 土地利用上の理由で拡幅が困難と認められるものに限

り路地部分の有効幅員が１．５メートル以上、かつ、基

準法上の道路から２０メートル以内であること。 

３ 建築物の周囲に有効で０．７５メートル以上の通路の

確保又は二方向避難が確保されていること。 

４ 路地部分の幅員を２メートル以上確保する確約がある

こと。ただし、やむを得ないと認められる場合はこの限

りでない。 

はこの限りでない。 

         一 その敷地の周囲に広い空地等を有する建築物 

        二 その敷地内において防火上有効な空地を有する建

築物 

        三 外壁及び軒裏を防火構造とした建築物であって、

幅員が１．８メートル以上で通り抜けている通路

にその敷地が接する場合 

９ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

（以下、個別案件）－建築基準法施行規則第１０条の３第４項 

第３号 （注２） 

基準６    接道長さが２メートルを欠く路地状敷地の場合であっ

て、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物の建替え又は増

改築であること。 

 

２ 土地利用上の理由で拡幅が困難と認められるものに限

り路地部分の有効幅員が１．５メートル以上、かつ、基

準法上の道路から２０メートル以内であること。 

３ 建築物の周囲に有効で０．７５メートル以上の通路の

確保又は二方向避難が確保されていること。 

４ 路地部分の幅員を２メートル以上確保する確約がある

こと。ただし、やむを得ないと認められる場合はこの限

りでない。 



 

５ 規模は２階建て以下とし、用途は一戸建ての住宅とす

る。 

６ 建築物の構造は、耐火建築物又は準耐火建築物とする

こと（簡易な構造の自動車車庫、物置等を除く）。ただ

し、防火上支障のない場合は、この限りでない。 

     ７ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準７－１   その敷地が、戦災復興土地区画整理事業による通路

（１．８メートル以上２．７メートル未満）に２メートル

以上接する建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 既存建築物の増築又は既存建築物の建替え（現在、更

地においても、既存建築物が存在していたことが確認で

きるものを含む。）であること。 

２ 道路から道路まで通り抜けができる通路に面した敷地

であること。ただし、一戸建ての住宅等で２階建て以下

の場合又は行き止まり通路に面した敷地で隣地を経由し

て安全に避難ができる場合は、この限りでない。（この

場合は隣地の承諾が必要。） 

３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中心

から水平距離２メートル（敷地の状況によっては通路の

反対側から４メートル）以内の部分に突き出して建築

し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定は後退部分

を含むものとする。） 

４ 規模は２階建て以下とし、軒高は７メートル以下とす

５ 規模は２階建て以下とし、用途は一戸建ての住宅とす

る。 

     ６ 建築物の構造は、耐火建築物又は準耐火建築物とする

こと                   。ただ

し、防火上支障のない場合は、この限りでない。 

     ７ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準７－１   その敷地が、戦災復興土地区画整理事業による通路

（１．８メートル以上２．７メートル未満）に２メートル

以上接する建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物の建替え又は増

改築であること。 

 

      ２ 道路から道路まで通り抜けができる通路に面した敷地

であること。ただし、行き止まり通路に面した敷地につ

いては、隣地を経由して安全に避難ができる場合は、こ

の限りでない。（この場合は隣地の承諾が必要。） 

 

３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中心

から水平距離２メートル（敷地の状況によっては通路の

反対側から４メートル）以内の部分に突き出して建築

し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定は後退部分

を含むものとする。） 

４ 規模は２階建て以下とし、軒高は７メートル以下とす



 

ること。 

     ５ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第 

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る数値を乗じたもの以下となること。 

      ６ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７以下で

あること。 

７ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度

の区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水平距

離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内において

は、当該部分から前面通路の反対側の境界線までの水平

距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得たもの以下

となること。 

８ 建築物の構造は、防火地域及び準防火地域内において

は耐火建築物とし、それ以外の地域においては、耐火建

築物又は準耐火建築物とすること。 

９ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準７－２ その敷地が、戦災復興土地区画整理事業による通路

（２．７メートル以上４メートル未満）に２メートル以上

接する建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 既存建築物の増築又は既存建築物の建替え（現在、更

地においても、既存建築物が存在していたことが確認で

きるものを含む。）であること。 

ること。 

     ５ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第 

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る数値を乗じたもの以下となること。 

      ６ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７以下で

あること。 

７ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度

の区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水平距

離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内において

は、当該部分から前面通路の反対側の境界線までの水平

距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得たもの以下

となること。 

     ８ 建築物の構造は、防火地域及び準防火地域内において

は耐火建築物とし、それ以外の地域においては、耐火建

築物又は準耐火建築物とすること。 

９ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準７－２ その敷地が、戦災復興土地区画整理事業による通路

（２．７メートル以上４メートル未満）に２メートル以上

接する建築物で、次に掲げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物の建替え又は増

改築であること。 

 



 

２ 道路から道路まで通り抜けができる通路に面した敷地

であること。ただし、一戸建ての住宅等で２階建て以下

の場合又は行き止まり通路に面した敷地で隣地を経由し

て安全に避難ができる場合は、この限りでない。（この

場合は隣地の承諾が必要。） 

３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中心

から水平距離２メートル（敷地の状況によっては通路の

反対側から４メートル）以内の部分に突き出して建築

し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定は、後退部

分を含むものとする。） 

４ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第 

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る数値を乗じたもの以下となること。 

５ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７以下で

あること。 

６ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度

の区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水平距

離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内において

は、当該部分から前面通路の反対側の境界線までの水平

距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得たもの以下

となること。 

７ 建築物の構造は、防火地域及び準防火地域内において

は耐火建築物とし、それ以外の地域においては、耐火建

２ 道路から道路まで通り抜けができる通路に面した敷地

であること。ただし、行き止まり通路に面した敷地につ

いては、隣地を経由して安全に避難ができる場合は、こ

の限りでない。（この場合は隣地の承諾が必要。） 

 

３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中心

から水平距離２メートル（敷地の状況によっては通路の

反対側から４メートル）以内の部分に突き出して建築

し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定は、後退部

分を含むものとする。） 

４ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第 

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る数値を乗じたもの以下となること。 

５ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７以下で

あること。 

６ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度

の区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水平距

離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内において

は、当該部分から前面通路の反対側の境界線までの水平

距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得たもの以下

となること。 

７ 建築物の構造は、防火地域及び準防火地域内において

は耐火建築物とし、それ以外の地域においては、耐火建



 

築物又は準耐火建築物とすること。 

８ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準８    その敷地が道路に有効に接続する幅員１．８メートル未

満の通路に敷地が２メートル以上接する建築物で、次に掲

げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 既存建築物の増築又は既存建築物の建替え（現在、更

地においても、既存建築物が存在していたことが確認で

きるものを含む。）であること。 

２ 現在、通路が有効に道路に接続され、かつ、私道部分

にあっては、その土地の権利者の承諾があること。公的

機関が所有又は管理するものにあっては、当該空地管理

者と協議が終っていること。 

３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中心

線から水平距離２メートル（敷地の状況によっては通路

の反対側から４メートル）以内の部分に突き出して建築

し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定は、後退部

分を含むものとする。） 

４ 規模は２階建て以下とし、用途は一戸建ての住宅及び

それに準ずるものであること。 

     ５ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第 

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め 

る数値を乗じたもの以下となること。 

      ６ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７ 以下で 

築物又は準耐火建築物とすること。 

８ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

基準８    その敷地が道路に有効に接続する幅員１．８メートル未

満の通路に敷地が２メートル以上接する建築物で、次に掲

げる条件に適合するもの。 

許可条件 １ 当該許可基準施行前から存する建築物の建替え又は増

改築であること。 

 

２ 現在、通路が有効に道路に接続され、かつ、私道部分

にあっては、その土地の権利者の承諾があること。公的

機関が所有又は管理するものにあっては、当該空地管理

者と協議が終っていること。 

３ 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、通路の中心

線から水平距離２メートル（敷地の状況によっては通路

の反対側から４メートル）以内の部分に突き出して建築

し、又は築造しないこと。（敷地面積の算定は、後退部

分を含むものとする。） 

４ 規模は２階建て以下とし、用途は一戸建ての住宅及び

それに準ずるものであること。 

     ５ 容積率は、前面通路の幅員のメートル数値に、法第 

５２条第２項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め 

る数値を乗じたもの以下となること。 

      ６ 建蔽率は、法定建蔽率以下、かつ、１０分の７ 以下で 



 

あること。 

７ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度

の  区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水平

距離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内において

は、当該部分から前面通路の反対側の境界線までの水平

距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得たもの以下

となること。 

８ 建築物の構造は、耐火建築物又は準耐火建築物とする

こと（簡易な構造の自動車車庫、物置等を除く）。ただ

し、防火上支障のない場合は、この限りでない。 

９ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

（注１） 包括同意基準（平成２２年２月１日施行 

・令和７年４月１日一部改正） 

包括同意基準とは、一定の定型的な道路と敷地

の形態について、あらかじめ建築審査会におい

て同意を得ている許可基準であって、手続きの

簡素化と迅速化を図ることを目的としたもので

す。 

 

（注２） 個別案件 

個別案件とは、上記許可基準以外のもので、そ

れぞれの案件ごとに建築審査会に諮り同意を得

あること。 

７ 建築物の各部分の高さは、法別表第三（い）欄及び

（ろ）欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度

の区分に応じ、前面通路の反対側の境界線からの水平距

離が同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内において

は、当該部分から前面通路の反対側の境界線までの水平

距離に、同表（に）に掲げる数値を乗じて得たもの以下

となること。 

８ 建築物の構造は、耐火建築物又は準耐火建築物とする

こと                   。ただ

し、防火上支障のない場合は、この限りでない。 

９ 雨水及び汚水等の排水処理ができること。 

 

（注１） 包括同意基準（平成２２年２月１日施行 

・令和７年４月１日一部改正） 

包括同意基準とは、一定の定型的な道路と敷地

の形態について、あらかじめ建築審査会におい

て同意を得ている許可基準であって、手続きの

簡素化と迅速化を図ることを目的としたもので

す。 

 

（注２） 個別案件 

個別案件とは、上記許可基準以外のもので、そ

れぞれの案件ごとに建築審査会に諮り同意を得



 

る必要があるものです。 

 

る必要があるものです。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この許可基準は、令和８年４月１日から施行する。 


